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電気事業法第27 条に基づく電気の使用制限の緩和等について 

 

今夏の電力需給対策については、平成23年６月10日付け23日獣発第90号により通

知したところですが、このたび標記について、平成23 年８月31日付け23消安第2955

号をもって、農林水産省消費・安全局長から別添写しのとおり通知があったので、お知

らせいたします。 

このたびの通知の内容は、平成23年８月29日開催の「第２回電力需給に関する検討

会合」において別添の「電気事業法第27条に基づく電気の使用制限の緩和等について」

が決定されたので、東北電力及び東京電力管内の本会会員等に対し、下記の内容を周知

するとともに、それぞれの業界・企業等において、引き続き節電への協力を求められた

ものです。関係会員への周知方、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 東日本大震災及び新潟・福島豪雨災害の被災地に対しては、本年９月２日をもって

電気事業法第27条に基づく電気の使用制限措置を終了する。 

 

２ 上記被災地以外の東京電力管内の電気事業法第 27 条に基づく電気の使用制限措置

は、本年９月９日をもって終了する。 

 

３ ただし、使用制限措置終了後も、昨年のピーク比15％の需要抑制の努力目標は残し、

無理をしない範囲で節電を行うよう要請する。 

 

 
本件内容の問合せ先 
 日本獣医師会事業担当 長野 
 TEL  03－3475－1601 
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